
亀山市公告第２６号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、新型コロナウ

イルス感染症の予防接種の実施について次のとおり公告する。 

令和３年４月１６日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

 

１ 予防接種の種類及び対象者の範囲 

種類 対象者 

新型コロナウイルス感染症 高齢者施設等の入所・居住者及び従事者 

  新型コロナウイルス感染症の予防接種は、対象者が自らの意思で当該予防接種を希

望していることが認められる場合に限り行うことができる。なお、対象者の意思の確

認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認するも

のとする。 

対象者が自らの意思で当該予防接種を希望していることが認められない場合には、

これを行うことができない。 

２ 予防接種を行う期間 

令和３年４月１９日から令和４年２月２８日まで 

３ 予防接種を行う場所 

（１）施設名 特別養護老人ホーム 安全の里 

所在地 亀山市住山町５９０番地１ 

電話番号 ０５９５－８２－１２９４ 

（２）施設名 特別養護老人ホーム 華旺寿 

   所在地 亀山市関町坂下２５２番地 

   電話番号 ０５９５－９６－３１３１ 

（３）施設名 特別養護老人ホーム 亀寿苑 

   所在地 亀山市阿野田町２４４３番地１ 

   電話番号 ０５９５－８４－１２１２ 

（４）施設名 特別養護老人ホーム 亀山愛の里 

   所在地 亀山市川合町１２８８番地４ 

   電話番号 ０５９５－９７－３６６６ 



（５）施設名 特別養護老人ホーム 野村きぼう苑 

   所在地 亀山市野村三丁目２８番２０号 

   電話番号 ０５９５－８４－７８８８ 

（６）施設名 介護老人保健施設 亀山老人保健施設 

   所在地 亀山市羽若町６４５番地１４ 

   電話番号 ０５９５－８３－５９２１ 

（７）施設名 養護老人ホーム 清和の里 

   所在地 亀山市住山町５９０番地１ 

   電話番号 ０５９５－８２－０６３７ 

（８）施設名 グループホーム 安全の里 

   所在地 亀山市住山町５９０番地１ 

   電話番号 ０５９５－８３－１２９５ 

（９）施設名 グループホーム あおぞら 

   所在地 亀山市羽若町８３４番地４１ 

   電話番号 ０５９５－８７－０６３５ 

（１０）施設名 サービス付き高齢者向け住宅 さと和の家 

    所在地 亀山市布気町６３４番地１０ 

    電話番号 ０５９５－９７－３０８６ 

（１１）施設名 サービス付き高齢者向け住宅 いちごいちえ本店 

    所在地 亀山市住山町５４４番地 

    電話番号 ０５９５－８４－１１２２ 

（１２）施設名 サービス付き高齢者向け住宅 メディカルホーム七色の街 

    所在地 亀山市アイリス町１４番地７ 

    電話番号 ０５９５－８４－３５２７ 

（１３）施設名 かつき内科 

    所在地 亀山市東町一丁目２番１９－２号 

    電話番号 ０５９５－８４－５８５８ 

４ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 

（１）予防接種を受けることが適当でない者 

ア この公告により実施する予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で、 



この公告により実施する予防接種を行う必要がないと認められる者 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な基礎疾患にかかっていることが明らかな者 

エ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラ

キシーを呈したことがあることが明らかな者 

オ アからエまでに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（２）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎疾患を有

する者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー

を疑う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用す

る際の、ラテックス過敏症のある者 

（３）接種後の注意事項 

ア 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意す

ること。 

イ 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診

察を受けること。 

ウ 被接種者又は保護者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けたと

きは、速やかに亀山市健康福祉部長寿健康課新型コロナウイルスワクチン接種室

ワクチン接種グループに連絡すること。 


